
舞台芸術交流拠点等への誘客促進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第４条

の規定に基づき、舞台芸術交流拠点等への誘客促進事業補助金（以下「本補助金」という。）の交付について、

規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、鳥の劇場及びその周辺の文化観光資源等を巡る旅行商品の造成を支援することにより、鳥

取市鹿野町内の舞台芸術を核とした交流拠点エリアを県内外に向けて広く周知し、今後の継続的な誘客へ繋げ

ていくことを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）を行う

同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）の額（仕入

控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第

108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和25年法

律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）から、補助事

業に伴う収入（この補助金を除く。）を控除した額（千円未満の端数は切り捨てた額とする。）とし、同表の第

４欄に定める額を限度とする。 

３ なお、鳥取県産業振興条例（平成23年鳥取県条例第68号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、

県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、県が別途定める日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号及び様式第２号による

ものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が５パーセン

トを超えている公益法人等（消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第２条第７項に規定する人格のない社団

等）であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を

含む補助対象経費の額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から３０日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定の通知は、様式第３号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を

含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速

やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。）

から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、別表の第５欄に定めるもの以外の変更とする。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日までに行わなけれ

ばならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から

３０日を経過する日と、交付決定を受けた年度の３月１５日のいずれか早い日 



（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の３月１５日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号及び様

式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっ

ている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定

控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除

税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）を超えるときは、様式

第４号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を県に返還しなけ

ればならない。 

 

（雑則） 

第８条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、地域づくり推進部長が

別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年６月２３日から施行し、令和５年度事業から適用する。 



別表（第３条、第６条関係） 

１ 補助事業

の内容 

舞台芸術交流拠点等への誘客促進事業実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき採択

された企画 

２ 事業実施

主体 

実施要領に基づき企画が採択された旅行会社 

３ 補助対象

経費 

実施要領に基づき採択された企画に係る旅行の催行に要する貸切バス料金（運賃及び料

金）、旅行企画造成費、商品ＰＲ経費 

※国又は県の他の補助金等との併用は不可とする。 

※委託費については県内事業者が実施したものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内事

業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りでない。 

４ 限度額 １，０００千円 

５ 重要な変

更 

（１） 本補助金の増額 

（２） 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条、第７条関係） 

 

    年度 舞台芸術交流拠点等への誘客促進事業補助金 事業計画（報告）書 

 

１ 企画名 
（旅行商品名） 

 

２ 旅行契約形態 
（いずれかを選択） 

□受注型企画旅行   □募集型企画旅行 

３ 貸切バス事業者  

４ 行程 

 
（旅行日ごとに、発着時間、

各立ち寄り先ごとの概要につ

いても記載してください。） 

 

５ 想定する利用客  

６ 見所 
（旅行の見所を記載してくだ

さい。） 

 

７ 旅行代金及び旅

行定員 
（日程により異なる場合はそ

れぞれ記載してください。） 

 

８ 広報計画 

 

９ 事業スケジュール 
（告知、募集等から事業実施、

精算業務までの一連のスケジ

ュールを記載してください。） 

 

10 安全面の対策内容

（感染対策等）          

 

11 他の補助金の活

用 

 

〔 有 ・ 無 〕 

※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 

※「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先（補助金

を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。 

12 消費税の取扱い 〔一般課税事業者 ・ 簡易課税事業者 ・ 免税事業者 ・ 特定収入割合が５％を

超えている公益法人等 ・ 地方公共団体 ・ 仕入控除税額が明らかでない一般課

税事業者 〕   ※いずれかに○をしてください。 

 



様式第２号（第４条、第７条関係） 

 

  年度 舞台芸術交流拠点等への誘客促進事業補助金 収支予算（決算）書 

 

収  入                                       （単位：円） 

区 分 本年度予算額〔Ａ〕 決算額〔Ｂ〕 
増 減 額 

〔Ｂ－Ａ〕 
 

県補助金     

     

     

     

     

合 計     

  

 

支  出                                         （単位：円） 

区 分 本年度予算額〔Ａ〕 決算額〔Ｂ〕 
増 減 額 

〔Ｂ－Ａ〕 
内 容 

貸切バス料金 
   ※積算や内容が分かるように具

体的に記載（別紙対応可） 

旅行企画造成費     

広報費     

     

     

     

     

     

     

     

合 計     

※収支予算書の提出時には、運輸局へ提出した運賃・料金設定届出書の写しを添付すること。 

※収支決算書の提出時には、補助対象経費の内訳がわかる証拠書類、事業実施の様子が分かる資料（ツアーパンフレ

ット、チラシ、写真等）を適宜添付すること。 

 

 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

第      号 

年   月   日 

 

 様 

 

               鳥取県知事 ○○ ○○ 

 

 

 

  年度舞台芸術交流拠点等への誘客促進事業補助金交付決定通知書 

 

  年 月 日付けの申請書（以下「申請書」という。）で、申請のあった舞台芸術交流拠点等への誘客促

進事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則

第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したの

で、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 対象事業 

 本補助金の補助事業の内容は、申請書に記載されているとおりとする。 

 

 

２ 交付決定額等 

 本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場

合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

（１） 算定基準額  金  円 

（２） 交付決定額  金  円 

 

 

３ 経費の配分 

 本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対する交付決定額は、申請書に記載されてい

るとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。 

 

 

４ 交付額の確定 

 本補助金の額の確定は、補助対象事業の実績額について、舞台芸術交流拠点等への誘客促進事業補助金交

付要綱（令和５年６月２３日付第２０２３０００７５５６３号地域づくり推進部長通知。以下「要綱」と

いう。）第３条第２項及び第５条第３項の規定を適用して算定した額と、前記２の（２）の交付決定額（変

更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 

 

５ 補助規程の厳守 

  本補助金の収受及び使用、対象事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければならな

い。 

 

 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

                                                                   年   月   日 

 

 

 鳥取県知事 ○○ ○○ 様 

 

 

                                              申請者 住所             

                                                    氏名             

                                          （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

  

 

  年度舞台芸術交流拠点等への誘客促進事業補助金仕入控除税額確定報告書 

 

 

  年  月  日  第  号により交付決定のあった舞台芸術交流拠点等への誘客促進事業補助金（以

下「補助金」という。）に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、次のとおり報告します。 

 

 

１ 交付された補助金の額の確定額 

                              金  ,    円 

 

 

２ 消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

金  ,    円 

 

 

３ 補助金の額の確定までに減額した仕入控除税額 

                              金  ,    円 

 

 

４ 補助金返還額（２から３の額を差し引いた額） 

                              金  ,    円 

 

 

５ 添付資料 

（１）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算方法や積算内訳等を記載した書類（別紙） 

（２）課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し） 

（３）課税売上割合・控除対象仕入れ税額等の計算表（写し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 別紙（第７条関係） 

  

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の計算方法や積算の内訳等を記載した書類 

 

１ 法人名                                   

 

２ 法人住所                                  

 

３ 代表者職氏名 

 

４ 補助事業名 

 

５ 補助金額 

 

６ 当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

 

７ ６の計算方法や積算の内訳 

（１）補助対象経費（補助金の使途）の内訳 

区 分 課税仕入れ 

 

非課税仕入れ 合計 課税売上 

対応分 

非課税売上対

応分 

共通対応分 

経

費

の

内

訳 

○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

       

 

（２）課税売上割合 ○○％ 

 

（３）補助金に係る仕入控除税額の計算方法 


